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○地方独立行政法人神戸市民病院機構 個人情報保護法等の施行等に関する規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人神戸市民病院機構（以下「法人」という。）が個人情報の保護に関す

る法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。）及び神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例

（令和 4 年 12 月神戸市条例第 17 号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （用語の定義） 

第２条 この規程における用語の意義は、法、条例及び神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例施行規

則（令和５年３月神戸市規則第 63号。以下「条例施行規則」という。）の例による。 

 （請求書の提出先） 

第３条 法第 77条第１項に規定する書面は、法人のほか、神戸市市長室市民情報サービス課にも提出するこ

とができる。 

 （開示の実施） 

第４条 法第 87条第１項本文に規定する行政機関等が定める方法は、条例施行規則第３条に定める方法と同

じ方法とする。 

 （開示に要する費用の負担） 

第５条 条例第６条第２項に規定する写しの作成に要する費用その他開示に要する費用の負担は、当該開示

を受ける前にしなければならない。 

２ 前項に規定する費用の額は、条例施行規則第４条第２項による神戸市長が定める額と同額とする。 

 （行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料） 

第６条 法第 119条第８項の規定により納めなければならない手数料の額は、条令第７条に規定する額とす

る。 

（個人情報の取り扱い） 

第７条 法人が保有する個人情報に関しては、個人情報の保護に関する法律（令和５年４月）第 17条から第

31条、第 40条から第 42条及び第 47条から第 59条の規定に基づき適正に取り扱わなければならない。 

２ 各病院が業務において収集した個人情報については、各病院で定めている個人情報保護に関する基本方

針に基づき、適正に取り扱わなければならない。 

３ 患者の診療行為等で、法人内の病院間において患者の個人情報を相互に取り扱う場合は、関連する規程

等を遵守し、必要な範囲で適正に取り扱わなければならない。 

 （神戸市個人情報保護審査会への報告手続き） 

第８条 条例の規定に基づき、神戸市個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）への報告が必要となっ

た場合は、その事務手続きの窓口を法人本部経営企画室総務課とし、法人として報告手続きを行うものと

する。 

（施行の細目） 

第９条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和５年 11月１日から施行する。 

（旧規程の廃止） 

２ 地方独立行政法人神戸市民病院機構個人情報保護規程は、廃止する。 

（地方独立行政法人神戸市民病院機構就業規則の一部改正） 

３ 地方独立行政法人神戸市民病院機構就業規則の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太字の表示部分（以下第１号及び第２号において「改正
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部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太字の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

（1）改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に

改める。 

（2）改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

（3）改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （個人情報保護） 

第 42条 職員は、法人が取り扱う個人情報の適正な

保護に努めなければならない。 

２ 個人情報の適正な保護については、地方独立行

政法人神戸市民病院機構個人情報保護法等の施行等

に関する規程の定めるところによる。 

（個人情報保護） 

第 42条 職員は、法人が取り扱う個人情報の適正な

保護に努めなければならない。 

２ 個人情報の適正な保護については、地方独立行

政法人神戸市民病院機構個人情報保護規程の定める

ところによる。 

 （地方独立行政法人神戸市民病院機構情報セキュリティポリシーの一部改正） 

４ 地方独立行政法人神戸市民病院機構情報セキュリティポリシーの一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太字の表示部分（以下第１号及び第２号において「改正部

分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太字の表示部分（以下第１号及び第３号におい

て「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  （1）改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に

改める。 

  （2）改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  （3）改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 第２章 情報セキュリティ対策基準 

１ ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 人的セキュリティ 

 （1）職員等情報取扱者の責務 

  ア ［略］ 

  イ 法令等の遵守義務 

職員等情報取扱者は、職務の遂行において使用する

情報資産を保護するために、法令等を遵守しこれに

従わなければならない。 

・不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11

年法律第 128号） 

・著作権法（昭和 45年法律第 48号） 

・個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第

57号） 

・神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例（令

和４年 12月条例第 17号） 

・就業規則 

・文書取扱規程 

  ウ～ケ ［略］ 

  （2）～（5） ［略］ 

第２章 情報セキュリティ対策基準 

１ ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 人的セキュリティ 

 （1）職員等情報取扱者の責務 

  ア ［略］ 

  イ 法令等の遵守義務 

職員等情報取扱者は、職務の遂行において使用する

情報資産を保護するために、法令等を遵守しこれに

従わなければならない。 

・不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11

年法律第 128号） 

・著作権法（昭和 45年法律第 48号） 

・個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第

57号） 

・神戸市個人情報保護条例（平成９年 10 月条例第

40号） 

・就業規則 

・文書取扱規程 

  ウ～ケ ［略］ 

  （2）～（5） ［略］ 

 


